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はじめに 

組合員の皆様へ 

 

この手引きは、組合員の皆様が、多種多様な制度等を見たい時・調べたい時に

いつでも手に取り、見やすいように。という想いでまとめ、発行しております。 

記載されている内容は、京都市水道労働組合と上下水道局との間で協議や交渉

を行い締結してきたものであり、永く、歴史のあるものです。 

時代に合った制度の模索は今もなお、また、これからも続いていき、姿・形は

変われど、先人・先輩達が繋いで来た想いの先に今の制度があります。 

 

今ある当たり前は、当たり前ではない。 

一朝一夕にして成しえた制度ではない。 

と、ご理解いただけたらと思います。 

 

また、京都市上下水道局で働いてきて良かった。と思える組織を維持していく

ためには、やはり組合加入率の維持が重要になってきます。 

皆様一人一人の声が原動力と交渉力になります。 

理解を深めていただき、次世代に想いを引き継いでいける様、これからもご協

力よろしくお願いします。 
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第１章 組合員の範囲と管理職員の範囲  
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労働組合に加入できる者は、以下のとおりである。 

・職員（１級～２級の職員） 

・主事級職員（３級） 

・係長級職員（４級）のうち、非組合ポスト以外の係長職員 

・再任用職員（定年前再任用短時間勤務職員、暫定再任用職員） 

・会計年度任用職員（Ａ、Ｂ、Ｃ） 

 

（１）管理職員の範囲の見直し 

京水労では、1947年の労働組合結成以来、係長級職員を管理職としていた。しかし、係長級

職員の労働条件向上のため、2009年の定期大会において係長級の組合員化を求めていくことを

決議し、当局と管理職員の範囲の見直しの交渉を行った。その結果、2011年4月1日から、係長

級職員は非管理職となり36協定（超過勤務に係る労働基準法第36条に基づく労使協定）の対象

となった。 

その後、当局は市長部局と整合を図るため、2020年4月1日から、課長補佐級を非管理職とす

る見直しを行った。したがって現在は、課長補佐級職員についても36協定の対象となっている。

ただし、京水労としては、組合加入の対象としていない。 

そして、当局により2023年4月1日から課長補佐級が廃止された。 

 

（２）組合ポストと非組合ポストの考え方 

現在、係長級職員は非管理職であるものの、組合加入が可能かどうかは、ポストによって異

なる。組合加入が可能かどうかの判定は、毎年、当局との協議で決めており、現在のところ、

大まかには、以下のポスト以外の者が組合に加入できる。 

① 局統括（局の事業全体を通して統括する職） 

② 統括課（労務担当・企画担当・事業所統括担当） 

 

（３）勤務条件について 

以下の条件は、組合ポスト・非組合ポスト問わず、全係長級職員に対して適用される。 

・非管理職化により、管理職手当は支給されない。 

 その代わり、超過勤務手当の支給対象となった。 

・給料表により処遇されていることから、特殊勤務手当は支給されない。 

・全係長級職員に対し、36協定（超過勤務に係る労働基準法第36条に基づく労使協定）が適用

される。 

 

（４）その他 

係長級職員については、組合員であっても、役付職員として安全衛生委員会等の局側委員と

なる場合がある。  

１．組合員の範囲 

２．係長職員の組合員化 
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第２章 賃金 ・ 諸手当 
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１．賃金体系 

 
        給料 

        地域手当 

  所定内賃金  扶養手当 

    住居手当 

    通勤手当 

賃金 

    

   特殊勤務手当 

 
勤務によって 

支給される 

 超過勤務手当 

   夜間勤務手当 

   休日勤務手当 

    単身赴任手当 

     

  
その他 

 期末手当 

   退職手当 
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２．給料表及び昇給昇格等 

 

２．１．京都市上下水道局 企業職給料表 

（１）給料表の運用 

公務員労働者の賃金は、職務職階制となっている。すべての職員を職種ごとに分類し、その

職種の中でさらに職階（級）ごとに格付けされている。 

なお、市長部局は、任用や職種によって給料表が分かれているが、水道事業・下水道事業は

全職員一丸となって任務を遂行する性質のものであることを鑑み、上下水道局では、全職員一

律の「京都市上下水道局企業職給料表」を採用している。 

 

（２）過去の給与構造見直し 

2007年4月1日：１０→９級制。一般職：１～５級→１～４級［１･２級の統合］ 

2012年4月1日：９→８級制。一般職：１～４級→１～３級［３･４級の統合、統括主事の廃止］ 

2016年4月1日：給与制度の総合的見直し 

2023年4月1日：８→７級制。[課長補佐級の廃止] 

2024年4月1日：２級及び３級の号給の見直し[主事級選考制度の導入] 

 

（３）段階的定年引き上げ完了までにおける 

定年到達年度以降の職員の給料月額（2032年まで実施） 

定年の段階的引き上げが完了(2032年)するまでの各期間に定年到達した職員は、翌4月1日時

点で適用される給料表の級及び号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(50円未満は切捨

て、50 円以上100円未満は切上げ)となる。 

 ※各期間の詳細については「７．１．退職制度」項を参照のこと。 
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２．２．初任給 

（１）初任給 

新しく職員に採用されたとき、最初に支給される給料。 

採用方法（人事委員会採用、局採用）、職種（事務、技術等）の区分により、最終学歴、経験

年数、年齢などを基準として号給が決められる。 

 

（２）代表的な初任給（2025年4月1日改正） 

・上級事務職（22歳）：１級33号  上級技術職（22歳）：１級36号 

・中級事務職（18歳）：１級13号  中級技術職（18歳）：１級16号 

・技能労務職（18歳）：１級11号   

・経験者事務（27歳）：２級25号  経験者技術（27歳）：２級28号 

 

 

（３）前歴換算 

① 採用基準日（競争試験によるものについては基準年齢に達した日の翌日以降の最初の4月1

日、競争試験によらないものについては満18歳に達した日の属する月の翌月の1日）から、採

用日の前日までに何らかの前歴のある採用者は、その前歴が評価される。 

② 採用基準日から採用日の前日までの前歴期間の月数に下表の換算率を掛け、換算後の月数

が3月を超えるごとに1号が初任給に加算される。 

前歴換算率表 

公務員としての在職期間 
採用基準日5年間 80％ 

6年以降 67％ 

正規の在学期間 
採用基準日5年間 80％ 

6年以降 67％ 

民間等の経歴期間 

直接関係 

証明あり 
採用基準日5年間 80％ 

6年以降 67％ 

証明なし 
採用基準日5年間 64％ 

6年以降 53％ 

その他 

証明あり 
採用基準日5年間 64％ 

6年以降 53％ 

証明なし 
採用基準日5年間 56％ 

6年以降 47％ 

その他の期間 

直接関係 
採用基準日5年間 40％ 

6年以降 33％ 

その他 
採用基準日5年間 20％ 

6年以降 17％ 

 

（４）年齢別保障初任給 

採用時の年齢ごとに保障初任給を定めている。  
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京都市上下水道局 企業職給料表（2025年4月1日改正）  
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２．３．昇給 

（１）昇給の号給 

ア．昇給期間 12月（ただし、新規採用職員は、4月1日から12月までの9月） 

イ．昇給  4号給（ただし、新規採用職員は3号給） 

ウ．昇給実施期日 1月1日 

 

（２）年齢による昇給の抑制（2018年4月1日改正） 

55歳に達した年度末で昇給停止となる。 

 

（３）昇給欠格事項（2024年4月1日改正） 

ア．休職中の者。 

イ．育児休業中の者。 

ウ．配偶者同行休業中の者。 

エ．昇給期間内において懲戒処分を受けた者。 

オ．刑事事件の被疑者として取調べを受けている者。 

カ．昇給期間内において事故欠勤がある者（遅参・早退は4時間を0.5日）。 

キ．病気休務（病気休職を含む）のうち、日数が昇給期間の6分の1を超える者。 

ク．人事評価結果が成績不良者とされた者。 

※｢ア｣｢イ｣｢ウ｣により昇給しない者については、勤務するに至った場合に昇給を調整する。 

 

（４）昇給の調整 

ア．昇給欠格事項「キ」に該当する者は、下記により欠勤日数が取扱われる。 

区分 調整 

病気休職 休職期間の1/2を勤務したものとみなす。 

病気休務 
結核性呼吸器病 病気期間の1/2を勤務したものとみなす。 

その他 病気期間の1/3を勤務したものとみなす。 

イ．育児休業、配偶者同行休業又は介護休暇終了後、当該期間を勤務したものとする。 

 

２．４．主任に係る号給加算 

（１）対象者 

勤務成績が良好であり、主任に任じられた職員。 

※職長制は、主任制度実施要綱の施行に伴い、2025年4月1日より廃止となった。 

 

（２）号給の取扱い 

ア．3号給加算する。 

イ．係長級へ昇格する場合には、主任に係る号給加算がなかったものとして改めて号給の決定

を行う。 

ウ．主任として継続して業務に従事した期間が5年に達した職員については、5年を経過した日

以降最初の昇給日において昇給後の号給数に2号給加算する。 
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エ．号給加算を受けていた職員が主任を免じられた場合には、これらの号給加算がなかった

ものとして改めて号給決定を行う。 

オ．号給の加算は、職務の級の最高号給を超えない範囲で行う。 

２．５．昇格 

（１）昇格とは 

昇格とは、上位の級に移行することである。 

 

（２）昇格に伴う号給決定 

昇格に伴う号給決定については、「昇格時号給対応表」による。 

また、号給抑制がある場合は、対応する号給から号数を差し引く。 

 

（３）２級への昇格（2025年4月1日改正） 

① 昇格基準 

昇格実施期日（4月1日及び10月1日）において、下記の級別昇格基準表に定める在級年数ま

たは経験年数のいずれか一方を満たしていること。また、その上で在級年数が実際に1年経過

した者が有資格者となる。 

２級別昇格基準表 

職務の級 

 

資格区分 

基
準
年
齢 

１ → ２級 

経験年数 

(前歴年数含む） 
在級年数 

競
争
試
験 

上 級 
歳  年 月 年 月 

22 4.9 4.9 

中  級 18 10.9 10.9 

経験者 27 － 0 

公    募 18 12.9 12.9 

最低実在級年数 1年で有資格者。 

（換算表） 

経歴 換算率 ※ 公共職業訓練期間の内、

一定の要件を満たすもの

は上位学歴期間として取

り扱う。前歴換算年数は

10年まで。 

官公庁（本市を含む）在職期間・上位学歴 100％ 

民間等における 

在職期間 

直接関係あるもの  80％ 

関係ないもの   50％ 

その他 技能・労務等で関係あるもの  50％ 

その他  25％ 

② 欠格条件（2016年4月1日改正） 

ア．昇格実施期日前1年間において、病気休務、休職及び配偶者同行休業の日数（配偶者同行

休業にあっては、その日数の2分の1に相当する日数）の合計が41日以上あるとき。 

イ．実施期日前1年間において事故欠勤（遅参等時間数4時間以上は事故欠勤）のあるとき、

又は懲戒処分を受けたとき。 

ウ．昇格実施期日において、休職中、育児休業中または配偶者同行休業中であるとき。 

＜経験年数換算方法＞ 

ア．競争試験によるもの 

その者の有する資格区分に該当す

る学歴を取得した後現在までの月

数を下表により換算し、換算後の月

数をその者の経験年月数とする。 

イ．公募によるもの 

18歳到達日以降の月数を「ア」と同

様に算出する。ただし、障害を持つ

人を対象とした採用による場合は、

競争試験中級事務と同様にする。 
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（４）３級（主事）への昇格 

① 昇格基準（2023年4月1日改正） 

昇格実施期日（10月1日）において、下記の資格要件を満たし、欠格条件のいずれかにも該

当しないこと。ただし、発令日現在、休職中、育児休業中又は配偶者同行休業中の者は職務

復帰時に発令になる。 

ア．係長能力認定試験合格者のうち管理者が昇格を認めた者。 

イ．満年齢39歳以上かつ２級在級6年6月以上で人事評価制度の基準を満たし、主事級を希望

する者で、管理者が昇格を認めた者。 

 

② 欠格条件（2016年4月1日改正） 

ア．昇格実施期日前1年間において、病気休務、休職及び配偶者同行休業の日数（配偶者同行

休業にあっては、その日数の2分の1に相当する日数）の合計が41日以上あるとき。 

イ．実施期日前1年間において事故欠勤（遅参等時間数4時間以上は事故欠勤）のあるとき、

又は懲戒処分を受けたとき。 

ウ．昇格実施期日において、休職中、育児休業中または配偶者同行休業中であるとき。 
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昇格時号給対応表（2024年4月1日改正） 
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３．所定内手当 

 

３．１．地域手当 

（１）概要 

職員の勤務地を各地域に区分けして、当該の民間賃金・物価等を考慮して支給される手当

「（給料月額＋扶養手当）×率」が支給される。 

ア．京都市：10％ 

イ．出向等で京都市以外の都市に所在する勤務公署に勤務：その都市の率に準ずる。 

（東京都特別区：20％、大阪市：16％、つくば市：16％） 

 

３．２．扶養手当 

（１）支給範囲 

ア．配偶者（届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情のある者を含む。） 

イ．22歳の年度末までの間にある子、孫及び弟妹、18歳未満又は60歳以上の2親等内の血族。 

ウ．心身に著しい障害がある親族。 

 

（２）扶養手当の月額（2025年4月1日改正） 

ア．22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子：11,500円 

※ 2026年度より13,000円 

イ．配偶者：3,000円 

※ 2026年度より廃止 

ウ．その他の扶養親族：6，500円 

※ 満15歳に達する日後の最初の年度始めから22歳の年度末までの間にある子1人につき5，

000円を加算する。 

※ 職員に配偶者がない場合にあってはア又はウのうち1人については800円を加算した額と

する（2026年度より廃止）。 

 

（３）欠格条件 

ア．上記の親族で職員と生計を一にしている者であって、民間その他から扶養手当に相当す

る手当を受給している者。 

イ．給与所得、資産所得、事業所得などの合計額（認定所得限度額）が月額123，400円程度

以上（年金及び事業所得等、月額で判断し難い場合は、年額1,480，000円以上）の者。 

 

３．３．住居手当 

（１）支給要件 

自ら居住するための住宅を借り受け、現に当該住宅に居住し、月額12，000円を超える家賃

を支払っている職員に支給される。 
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（２）住居手当の月額（2016年4月1日改正） 

家賃月額 手当月額 

23，000円以下 家賃額－12，000円 

23，000円超、55，000円未満 （家賃額－23，000円）×1/2＋11，000円 

55，000円以上 27，000円 

 

【経過措置：2025年度末までの時限措置】 

ア．市内で賃貸している者への加算 

新制度の支給要件を満たす職員のうち、京都市内の住宅を借り受ける者については、支給

額に3，000円を加算される。 

イ．市内の持家購入者に関する特例 

2016年4月1日以降に、新たに京都市内の住宅を新築又は購入し、その所有名義人となっ

た者については、月額10，500円を支給される。ただし、一の住宅につき60月を限度とす

る。 

 

（３）単身赴任手当受給者に係る措置 

単身赴任手当受給者で、配偶者等が居住する住居に係る費用を負担している者に対して、

当該住居に自ら居住する場合に支給する手当額の2分の1に相当する額を支給。 

 

（４）欠格条件 

ア．配偶者より収入の少ない者で、かつ世帯主でない者。 

イ．その他の世帯員が本市から住居手当を受給されている者。 

ウ．単身者で同居する親族より収入の少ない者。 

 

３．４．通勤手当 

（１）概要 

通勤のため、住居から勤務所までの距離が片道2km以上の区間において、交通機関を利用し

その運賃を負担すること、あるいは自転車その他交通用具を利用することを常例としている

職員に支給される。 

住居から勤務所までが片道2km未満の職員には、通勤手当は支給されない。ただし、歩行が

著しく困難と認められる障害をもつ職員および市バスか地下鉄を1km以上利用する職員は除

く。 

 

（２）通勤手当の月額（2016年4月1日改正） 

ア．交通機関利用者 

支給限度月額は55，000円。運賃相当月額が55，000円以下はその全額を支給される。 
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イ．交通用具利用者 

使用距離（片道） 月額 

以上  未満  京北分室勤務職員等 

  5 ㎞ 2，000 円 ― 

5 ㎞ ～ 10 ㎞ 4，200 円 ― 

10 ㎞ ～ 15 ㎞ 7，100 円 12，100 円 

15 ㎞ ～ 20 ㎞ 10，000 円 15，000 円 

20 ㎞ ～ 25 ㎞ 12，900 円 17，900 円 

25 ㎞ ～ 30 ㎞ 15，800 円 20，800 円 

30 ㎞ ～ 35 ㎞ 18，700 円 23，700 円 

35 ㎞ ～ 40 ㎞ 21，600 円 26，600 円 

40 ㎞ ～ 45 ㎞ 24，400 円 29，400 円 

45 ㎞ ～ 50 ㎞ 26，200 円 31，200 円 

50 ㎞ ～ 55 ㎞ 28，000 円 33，000 円 

55 ㎞ ～ 60 ㎞ 29，800 円 34，800 円 

60 ㎞ ～  31，600 円 36，600 円 

 

※自転車利用に係る特例（2009年1月から実施） 

・片道5km未満  月額計3，000円（月額2，000円＋加算1，000円） 

・片道5km以上10km未満 月額計4，700円（月額4，200円＋加算500円） 

※通勤困難地（へき遠地旧京北町）に係る特例（2009年4月から実施） 

・片道10km以上に加算処置 

ウ．交通機関と交通用具を併用する者 

交通用具利用距離が片道1km以上の場合、運賃相当額と交通用具利用距離に相当する

「イ」の月額との合計額が支給されるが、この場合も支給月額は55，000円となる。 

 

（３）通勤手当の支給方法 

ア．6ヶ月定期等の価額による一括支給の取扱い 

運賃等相当額…定期券を発行している交通機関等の場合（定期券を利用することが最も

経済的かつ合理的と認められる場合）、定期券の最長通用期間に相当する期間（6ヶ月限

度。以下「支給単位期間」という）の定期券の価額分が支給される。 

※支給単位期間の定期券以上に合理的と認められるケースがある場合、別途調整を行

う。 

イ．支給単位及び支給日 

支給単位期間分の手当を当該支給単位期間に係る最初の月の翌月の給与支給日に一括支

給される。 

※支給単位期間は、手当支給額を変更する月から開始となる。 

※2つ以上交通機関を利用する場合、また交通機関と交通用具を併用する場合において、

1ヶ月あたりの運賃等相当額が支給限度月額を超えるときは、最長の支給単位期間に合

わせて一括支給される。 
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ウ．全額支給について 

停職、無給休職および派遣等に入った場合や復帰の場合は、その日の属する月の通勤手

当が全額支給される。 

 

（４）返納 

ア．支給単位期間の途中で、返納事由（離職、死亡、支給要件の欠如、通勤経路や運賃等の

変更など）が生じた場合には、払戻金相当額として算出される額を返納する。 

※返納額…支給単位期間の初日に定期券を購入したものとして、返納事由の発生に伴う手

当支給額を変更する月の前月の末日に定期券を払い戻した場合に得られる額。 

イ．返納額は、翌日以降の給与等から、原則として一括で差し引かれる（ただし、返納額が

翌月の給与の額を超える場合は、超える分について返納書で返納）。 

 

（５）事業所における交通用具の駐車許可に係る特別な事情（2017年4月1日改正） 

① 育児に関する事由 

子（※縁組をした養子を含む。）又は身体上若しくは精神上の障害のある子を養育する場

合において、保育施設・病院等への送迎を行うに当り、休暇・休務の取得により、始業開始

時刻後2時間以内に、勤務公署に出勤可能な場合。 

なお、対象とする休暇・休務は、子の看護等休務、育児時間休務、部分休業及び育児部分

休務とする。 

 

② 介護に関する事由 

負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により日常生活を営むのに支障がある親族

（配偶者（婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。）又

は2親等以内の親族に限る。）の介護その他の日常生活を支援する場合において、介護施設等

への通所、送迎を行うに当り、休暇・休務の取得により、始業開始時刻後2時間以内に、勤務

公署に出勤可能な場合。 

なお、対象とする休暇・休務は、短期介護休務及び介護時間とする。 

 

③ 遠隔地通勤者等 

1) 住居から勤務地までの公共交通機関利用による所要時間が、1時間を超えること。  

2) 以下のア又はイのいずれかの要件を満たすこと。  

ア．通勤に自動車を利用することにより、公共交通機関を利用した場合と比較して、その

所要時間が2分の1以下になること。  

イ．住居から最寄りの公共交通機関の駅までの距離が2キロメートルを超え、かつ帰路に

おいて最寄りの公共交通機関の駅から住居まで移動するに当たり、バス等の公共交通機

関が供されていない時間帯に通勤を行わなければならず、かつ通勤に自動車を利用する

ことにより、公共交通機関を利用した場合と比較してその所要時間が短縮されること。 
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④ その他 

1) 緊急参集 

台風接近時及び雨季において、気象情報等により警報の発表が見込まれ、下水道施設へ

の被害の恐れのある場合。 

2) その他 

職員が負傷・疾病により、自動車以外での通勤が極めて困難な場合。ただし、それを証

する医師の証明書がある場合に限る。 
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４．時間外勤務に係る手当 

 

４．１．支給額 

正規の勤務時間を超えて又は休日に勤務した職員に支給される。 

超過勤務1時間につき、勤務1時間当りの給与額の125/100。ただし、午後10時から午前5時

までの間は、勤務1時間当りの給与額の150/100となる。 

通常勤務者が休日（土曜日・日曜日・祝日・年末年始）に、そして変則勤務者が公休日

（指定休含む）に超過勤務を行った場合は、勤務1時間当りの給与額の135/100。このとき、

午後10時から午前5時までの間は、勤務1時間当りの給与額の160/100となる。 

 

① 給与日額＝給料月額×1.1×7.75／156＋特異性手当日額 

② 勤務1時間当りの給与額＝給与日額×1／7.75 
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５．特殊勤務手当 

 

５．１．特異性手当（2017 年 4 月 1 日改正） 

 

格付 日額 対象職種 

1 650円 除じん作業 

2 500円 
下水処理作業、下水水質試験、下水道管路巡視作業、 

ポンプ場巡視作業、下水処理技術、下水排水調査・規制業務 

3 350円 水道管路管理業務 

4 300円 下水現場技術 

ア．上記格付表に基づき、半日以上職務に従事した場合、日額が支給される。 

イ．市内・市外出張及び研修（職場研修を含む）に終日従事した場合は、不支給となる。 

ウ．三直勤務者が夜勤または昼勤に割り振られた全時間にわたり勤務に従事した場合は、 

日額の1/2が加算される。 

エ．1時間の給与額は、支給対象となる特異性手当を含む。 

 （1時間あたりの給与額の算出方法は、「4.時間外勤務に係る手当」の項を参照） 

オ．代勤は、既に特異性手当を算入した超過勤務で措置するため、特異性手当の支給対象外

となる。 

 

５．２．能率手当（2011 年 4 月 1 日改正） 

施設の電気工作物に係る主任技術者として管理者が選任した職員に対して能率手当を支給する。 

支給額 ：4，000円/月 

対象施設：各浄水場、疏水事務所、施設管理事務所 

各水環境保全センター（鳥羽水環境保全センター吉祥院支所を含む｡） 

 

５．３．その他の手当（2017 年 4 月 1 日改正） 

 

手当の名称 支給額 対象職種・職務内容 

夜間勤務手当 （1時間当りの給与額） 

×35／100以内 

正規の勤務時間として午後10時から 

午前 5 時までの間に勤務した者 

休日勤務手当 （1時間当りの給与額） 

×35／100以内 

正規の勤務時間として国民の祝日、 

年末年始に勤務した者 

奨励金 
疏水内死獣 

取扱業務 
処理1回当り500円 

野生動物とし、鳥類・魚類・犬・猫は 

対象外とする 
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６．期末手当 

 

６．１．支給対象者及び欠格条件 

支給対象者は、基準日に在職する定年前職員及び基準前１ヶ月以内に退職または死亡した

職員。 

欠格条件は、その都度、労使交渉によって定める。昨年の実績は、次ページを参照のこと。 

 

６．２．支給率・基準日など（2024 年度実績） 

 

 夏期手当 年末手当 

支給率 2.25月 2.35月 

基準日 6月１日 12月１日 

支給日 6月28日 12月10日 

成績判定期間 基準日以前6月 基準日以前6月 

※管理職員、再任用職員及び会計年度任用職員については別途定める。 

 

６．３．算定基礎額、減額措置及び加算措置 

（１）算定基礎額 

給料月額＋地域手当＋扶養手当 

 

（２）減額措置 

基準日前の採用日、病休・事故欠日数、遅参、早退時間数などによる欠格事項により、そ

れぞれ一定率が減額される。 

 

（３）加算措置（傾斜支給）（2023年11月24日改正） 

① ア．職務の級が２級で年齢39歳に到達する年度以上かつ在級7年以上の職員 

  イ．３級の職員 

加算措置：合計額の5％を加算（年齢39歳に到達する年度の方は12月期分から対象） 

 

② ア．３級の職員のうち54歳（ただし、昭和59年4月2日以後に採用された職員にあっては

53歳）に達する日以降の最初の4月1日以後の職員又は永年勤続表彰を受けた職員 

  イ．４級の職員（2022年度に５級でない場合） 

  加算措置：合計額の7.5％を加算 

  加算措置：上記に0.5％を加算(2023年12月期の支給分から対象) 

 

③ ア．４級の職員（2022年度に５級の場合）【2025年12月期の支給分まで】 

  加算措置：合計額の10％を加算（課長補佐級廃止に伴う特例措置） 

  加算措置：上記に0.5％を加算(2023年12月期の支給分から対象)  
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期末手当(一時金) 欠格条件  

参考年度 2024年
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７．退職手当 

 

７．１．退職制度 

（１）定年退職（2024年3月31日改定） 

ア．定 年  次表のとおり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ．定年退職日 定年に達した日以後における最初の3月31日 

 

（２）特例退職（2024年3月31日改定） 

50歳以上59歳6月未満で退職する職員。 

 

７．２．退職手当 

（１）定年退職による退職手当（2018年4月改正） 

ア．支給率  退職手当支給率＋調整額 

   ただし、61歳以降の勤続年数分は7割相当で再計算される。 

イ．勤続年数  定年までの勤続年数 

 

（２）特例退職による退職手当（2005年3月改正） 

ア．支給率  1) 基本率：退職手当支給率＋調整額 

2) 割増加給について：退職時年齢に応じた率 



 

- 24 - 

 

イ．勤続年数  退職時までの勤続年数 

ウ．退職発令日 職員が60歳に達した年度末までに退職を願い出た日の翌月の末日 

特例退職に伴う割増率表  

特例退職の退職年齢 割増率 

50 歳以上 ～ 56 歳未満 0.2 

56 〃 ～ 57 〃 0.16 

57 〃 ～ 58 〃 0.12 

58 〃 ～ 59 〃 0.08 

59 〃 ～ 59 歳6月未満 0.04 

ただし、退職日の年齢が59歳6月以上であるものについて、定年退職日の前一年以前まで

の退職は「59歳以上～59歳6月未満」の率を適用する。 

 

（３）その他の退職手当 

ア．死亡、公務傷病、行政整理による退職 

退職手当支給規程別表の甲欄、退職時年齢に応じた率を適用＋調整額 

イ．公務外傷病による退職 

退職手当支給規程別表の乙欄適用＋調整額 

ウ．自己都合による退職 

退職手当支給規程別表の丙欄適用＋調整額 

 

７．３．退職手当算出方法 

（１）算出の基本（2024年3月31日改定） 

ア．退職手当額＝60歳に達した日以降の最初の3/31の給料月額×支給率（ピーク時特例） 

イ．勤続年数採用月から退職月までの年月数による。1年未満の端数が6月以上あるときは、1

年に切上げ、6月未満は切捨てる。 

 

（２）公務外傷病による休職期間の取り扱い 

合算して3年間は通算する。超える期間は、その期間の1/2に相当する期間を除算する。 

 

（３）調整額（2016年4月1日改正） 

勤続期間の初日の属する月から末日の属する月までの各月ごと、当該各月にその者が属し

ていた区分に応じて定める額（調整月額）のうち、その額が多いものから60月分の調整月額

を合計した額。 

＜区分＞  １・２級 ……………………………………  0円 

        ３級 ………………………………… 21，700円 

        ４級 ………………………………… 27，100円 

① 調整額適用の例外 

ア．調整額が2分の1となる者 

1) 勤続10年以上24年以下の自己都合退職者 

2) 勤続4年以下の自己都合以外の退職者 
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イ．調整額が支給されない者 

1) 退職手当の基本給が支給されない者 

2) 勤続9年以下の自己都合退職者 

 

（４）退職手当制度の額に係る経過措置（2016年4月1日改正） 

2016年4月1日からの給与制度の総合的見直しに伴う経過措置により、施行日前日額（施行

日前日に仮に退職し、新支給率により算出した退職手当額）が、新規定による退職手当額を

上回る場合は、施行日前日額を保障する。 
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※　乙・丙欄による基本額は、退職日給料月額に甲欄の最高支給率を乗じて得た額を上限とする。

注　２８年４月に実施した給与制度の総合的見直しに伴い保障することとした経過措置額について

注　通勤による傷病により退職した者に適用する支給率については、乙欄から甲欄に変更する。

　も、上記の支給率及び区分により算定する。

注　公務上の死亡又は公務上の傷病により退職した者については、甲欄を適用したうえで、基本
　額が国と同額となるよう加給する。

 退職手当支給率 
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第３章 労働時間及び休暇・休務・休職制度 
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１．１．一般勤務 

 

 勤務時間  

    

8 

： 

30 

   12 

： 

00 

 

 

 

 

 13 

： 

00 

 

 

 17 

： 

15 

 

 実 働 時 間 休憩 実 働 時 間 

      

     

 

勤  務  時  間  割 

区分 1日の労働時間 週労働時間 

勤務時間 7時間45分 
38時間45分 

休憩時間 1時間 

休日 土・日曜日、国民の祝日、年末年始（12/29～1/3） 

 

 

１．２．当直勤務 

 

日勤を基本として、当直及び日勤当直に交替で勤務する。  

〈1〉 日  勤   ・勤務時間  AM8：30～PM5：15  

〈2〉 当  直   ・勤務時間  PM5：15～AM8：30  

  

17:15                                 1:00                        7:30         8:30 

勤務時間（うち休憩１時間） 休憩 勤務時間 

   

 

勤務時間割 

区      分 
日 勤 当 直 

勤 務 時 間 7時間45分 
7時間45分 

（内、休息15分） 

休 憩 時 間 1時間 1時間 

  

１．勤務時間と休憩・休日 
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１．３．変則勤務（三直制勤務） 

 

  8:00               20:30 

 勤務時間（昼勤） 

                                                  

      （面交替）     

      20:00        8:45 

勤務時間（夜勤） 

  

                    （面交替） 

                          8:00    

勤務時間（昼勤） 

 

  －５ヶ班体制－ 

暦日 

班 
第１日 第２日 第３日 第４日 第５日 第６日 

Ａ班 昼 勤 公 休 準日勤 夜 勤 明 け 昼 勤 

Ｂ班 明 け 昼 勤 公 休 準日勤 夜 勤 明 け 

Ｃ班 夜 勤 明 け 昼 勤 公 休 準日勤 夜 勤 

Ｄ班 準日勤 夜 勤 明 け 昼 勤 公 休 準日勤 

Ｅ班 公 休 準日勤 夜 勤 明 け 昼 勤 公 休 

 

〈1〉 準日勤は日勤者と同じ勤務時間 ・勤務時間  AM8:30～PM5:15 

準日勤は日勤の勤務時間に合わせて休日を指定する。 

準日勤の出勤回数は約1/3 が出勤で2/3が公休となる。 

〈2〉 昼 勤      ・勤務時間  AM8:00～PM8:30 

〈3〉 夜 勤      ・勤務時間  PM8:00～AM8:45 

 

勤務時間割区分 昼 勤 夜 勤 

勤 務 時 間 11時間30分 
11時間45分 

（内、休息30分） 

休 憩 時 間 1時間 1時間 

 

週労働時間 公休 

 

約35時間から約47時間 

公休の日 

一般勤務者と休日が均等となるように

準日勤日に休日を指定する。 
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２．１．休暇制度の概要 

 

趣味やレクリエーションを楽しんだり、家の用事、からだの都合などで休みをとりたいと

き、休暇をとることができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 休暇については、簡略化し、わかりやすく表現しています。利用の際は、欠格事項等が

ありますので、各所属の庶務担当に必ず確認してください。 

  

２．休暇制度の概要と親等図等 

◯年次有給休暇（時間休暇を含む。） P.32 

◯不妊治療休務 P.36  ◯妊娠障害休務 P.36  ◯妊娠通院休務 P.36 

○妊娠通勤緩和休務 P.37  ◯出産休暇 P.37   

◯配偶者の出産に伴う休務 P.37  ◯育児参加休務 P.37 

◯育児時間休務 P.38  ◯子の看護等休務 P.38 

◯育児休業 P.39  ◯部分休業 P.39  ◯育児部分休務 P.40 

◯短期介護休暇 P.41  ◯介護休暇 P.41  ◯介護時間 P.43 

介護関係の休暇等 

◯夏期休暇（夏期特別休務） P.33  ◯結婚休暇 P.33  ◯服喪休暇 P.33 

◯ボランティア活動休暇 P.34  ◯代日休暇 P.35 

◯リフレッシュ休暇（長期勤続者休務） P.35 

特別休暇等 

○職免（人間ドック等） P.44  ◯骨髄等提供者休務 P.44   

〇女性健康支援休暇 P.45  ◯組合休暇 P.45 

◯職員の大学等修学に係る休職制度 P.45   

◯配偶者同行休業制度 P.45  ◯傷病による休養 P.46 

その他の休暇等 

出産・育児関係の休暇等 

年次休暇 
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２．２．親等図及びパートナーシップ制度 

（１）親等図 

親　等　図

2 2 2

3 3 1 1

2 2 2

本人

3 1

1 1

は血族

は姻族

父母の配偶者 父母

甥　姪

兄弟・姉妹

配偶者の子

子 配偶者

配偶者兄弟・姉妹

父母

祖父母配偶者 祖父母

配偶者

配偶者 おじ・おば

 

（２）パートナーシップ制度（2021年4月1日実施） 

同性パートナーを配偶者（事実婚を含む。）に準じて取り扱うこととし、同性パートナーを

持つ職員について、以下の休暇制度に準じた休務を取得できる。 

 

【準じることとする休暇制度】 

結婚休暇、服喪休暇、介護休暇、介護時間、短期介護休務、子の看護等休務、配偶者の出産

休務、育児参加休務、介護休職、1時間単位の年次休暇（介護に関わる事由） 
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３．１．年次有給休暇（時間休暇を含む） 

（１）取得要件 

所属長が業務に支障が無いと認める場合、いつでも取得できる。 

 

（２）日数 

1年度につき20日間（年度の途中で採用された場合は、下表による。） 

年休は、使い切らなかった日数のうち、最高20日を限度として翌年度に持ち越すことができる。 

 

採用時期 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

休暇日数 20 18 16 15 13 11 10 8 6 5 3 1 

 

（３）備考 

ア．年休は1日単位及び半日単位で行使することができる。また、下記事由により1時間を単

位としても行使することができる。 

 

イ．1時間を単位とする年休（2008年1月1日より実施） 

次の事由により、1ヶ月以上の期間にわたり1時間を単位とする年休を1週間平均1回以上取

得する必要があり、事前に日時が特定できる場合（やむを得ず勤務時間内に取得しなければ

ならない場合に限る）に、時間単位の年休を取得することができる。 

取得する場合は、必ず事前に所属長申請し承認を得ること。 

① 育児に関する事由…小学校就学前の子、又は身体上若しくは精神上の障害のある子を育

てる場合。 

※小学校就学前の子：小学校に入学する前の年度の3月31日までの子どもを指す。 

② 介護に関する事由…負傷・疾病又は身体上若しくは精神上の障害により日常生活を営む

のに支障がある親族を介護する場合。 

③ 通院に関わる事由…負傷、疾病により通院の必要がある場合。 

※手続きは、当該申請事由を証明する書類（１:出産証明書、住民票等 ２:医師の証明

書等）を添付し、所属長に申請する。 

 ④ 特例として、理由に関わらず1年度に15日（120時間）分を取得することができる。8時間

をもって1日とする。 

 ⑤ 取得例 

8:30～10:30 2時間休 

8:30～13:30 （昼休憩12:00～13:00） 4時間休 

11:30～13:30 （昼休憩12:00～13:00） 1時間休 

14:00～15:00 1時間休 

  

３．年次休暇 
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４．特別休暇等 

 

４．１．夏期休暇（夏期特別休務） 

（１）取得要件 

労使交渉を経て、妥結後の6月1日0時から9月末までの間に取得できる（2024年度実績）。 

 

（２）日数 

5日間（半日単位で取得可。1時間単位の分割は不可）（2024年度実績） 

 

（３）備考 

期間内に取得できない場合、10月31日まで取得可能（2024年度実績） 

 

４．２．結婚休暇 

（１）取得要件 

職員が結婚する場合、取得できる。 

 

（２）日数 

結婚の日の前1週間、以後6ヶ月の期間内において1日単位で休日を除き7日取得できる。 

ただし、結婚の日以後2週間を超える範囲においては、分割で取得することはできない。 

  ※取得例 

   結婚の日から2週間の間に3日（分割取得可能）、それ以降に4日（連続取得）など。 

 

（３）備考 

  結婚の日とは、｢挙式日｣、｢婚姻届を提出した日｣、｢挙式及び婚姻届の提出のいずれも行わ

ずに事実上の婚姻生活に入った日｣のうち、職員が選択した日を指す。 

 

４．３．服喪休暇 

（１）取得要件 

家族が死亡した場合、取得できる。 

 

（２）日数 

右表の期間内において休暇を取る

ことができる。 

 

（３）備考 

ア．取得期間については、右表に掲げる

日数の期間（日曜日等勤務を要しない

日を含む）とする。 

 

 

死亡した者 
休暇 

日数 

配偶者、子、父母、配偶者の父母 7 

祖父母、孫、兄弟姉妹 3 

父母の配偶者、子の配偶者 

配偶者の子 

3 

{7} 

おじ、おば、おじ又はおばの配偶者 

甥、姪 

1 

祖父母の配偶者、配偶者の祖父母 

兄弟姉妹の配偶者、配偶者の兄弟姉妹 

1 

{3} 

※｛｝内…職員と生活を一にしている場合。 
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イ．服喪休暇取得の起算日については、親族が死亡した日を原則とするが、職員の申し出により、

その翌日とすることができる。ただし、休暇日数が1日である親族については、職員の申し出に

より、死亡した日の3日後まで取得できる。 

   下線部の例：4月2日に対象者が死亡した場合、同年4月5日までの間に1日取得可能。 

 

ウ．配偶者、父母、子、配偶者の父母については、（３）の期間内に実際に取得した服喪休暇が6

日以内である場合に限り、死亡の日から起算して2ヶ月以内に1日の服喪休暇を取得することが

できる。なお、この取扱いについては、父母の配偶者、子の配偶者、配偶者の子で同居してい

たものについても同様に行う。(別記、親等図参照) 

  下線部の例：4月2日に対象者が死亡した場合、同年6月1日までの間に1日取得可能。 

 

４．４．ボランティア活動休暇 

（１）取得要件 

職員が自発的に、報酬を得ないで次に掲げる社会的貢献活動を行う場合、特別休暇として取

得することができる。 

 (1) 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域

における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動。 

 (2) 身体障害者療護施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上

の障害のある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講じる

ことを目的とする施設であって管理者が定めるものにおける活動。 

 (3) 前２号に掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常

態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動。 

※ ただし、専ら親族に対する支援となる活動は除く。 

 

（２）日数 

年間を通じて5日間。 

 

（３）備考 

ア．ボランティア活動休暇として認められた時間以外の正規の勤務時間については、職務に

従事するものとなっている。 

イ．1日の取得時間が8時間以内の場合においては取得日数を1日とし、変則勤務者の昼勤又は

夜勤における12時間以内の場合取得日数は1.5日とし換算する。 
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４．５．代日休暇 

（１）取得要件 

4時間以上の時間外勤務をした場合、1ヶ月以内に取得することができる。 

 

（２）日数 

時間外勤務をした時間。 

半日又は1日を単位とするが、以下「イ」の場合、時間単位の取得も可。 

 

（３）備考 

ア．代休半日につき4時間を、代休1日（半日を2回に分けて受ける場合を含む。）につき７時

間45分を、時間外勤務から差し引く。 

イ．1ヶ月20時間を超える時間外勤務を命じられた場合、3時間分を限度として1時間を単位と

する代日休暇を次月にまとめて取得することができる。 

 

４．６．リフレッシュ休暇（長期勤続者休務）(2023年4月1日改正) 

（１）取得要件 

勤続年数が、10周年、20周年、30周年、40周年となる職員が取得できる。 

 

（２）日数 

10周年､20周年､30周年となる職員は、当該年度の7月1日から3年間を経過する日までの間の

引き続く3日の範囲内とする。 

40周年となる職員は、当該年度の7月1日から翌年度の6月30日までにおいて、引き続く3日

の範囲内とする。 

なお、公休日を挟んでの分割取得も可。 

 

（３）備考 

勤続年数が10周年、20周年、30周年となる職員は、厚生会から記念品を支給される。 
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５．出産・育児関係の休暇等 

 

５．１．不妊治療休務（2021年4月1日改正）（無給の制度） 

（１）取得要件 

不妊治療に伴い任務しないことが相当であることが認められる職員（再任用職員、会計年度

任用職員を含む）。 

 

（２）取得日数 

不妊治療を目的として医師が行う治療行為を受ける期間（通院に要する時間・治療後、医師

の指示により安静にする時間を含む。）について、一の年次につき10日を超えない範囲におい

て、1日、半日又は１時間単位で承認する。ただし、1時間単位で取得した場合、4時間で0.5日

の割合で換算する。 

 

（３）備考 

取得した不妊治療休務の総時間数について、昇給抑制の対象としない。 

 

５．２．妊娠障害休務 

（１）取得要件 

妊娠期間中（出産休暇前日までの期間）において、妊娠に起因する障害のため勤務すること

が著しく困難な女性職員。 

 

（２）取得日数 

7日を限度として取得することができる。また、流産した日以後2週間を経過する日までの間

で7日を限度に取得することができる。（ただし、妊娠障害休務を受けた場合は、その日数を7

日から減じた日数の範囲内とする。） 

取得単位：1日・半日。 

 

５．３．妊産婦通院休務 

（１）取得要件 

母子保健法に基づく検診を受ける場合、必要な時間。 

 

（２）取得日数 

妊娠週数 休務回数 

23週以内 4 週間に 1 回 

24週～35週 2 週間に 1 回 

36週以後 1 週間に 1 回 
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５．４．妊娠通勤緩和休務 

（１）取得要件 

妊娠中の女性職員が、交通機関の混雑を避けて通勤する場合。 

 

（２）取得日数 

  出勤又は退庁時に、1時間以内。 

 

５．５．出産休暇 

（１）取得要件 

  出産予定の女性職員。 

 

（２）取得日数 

出産予定日の前8週間（多胎妊娠の場合は14週間）、産後8週間。ただし、医師の証明書があ

れば延長することができる。 

取得単位：1日。 

 

（３）備考 

ア．出産予定日は産前に含む。出産日は産後に含まない。 

イ．出産とは、妊娠12週（4ヶ月＝85日）以上の分娩とし、死産も含む。 

ウ．早産のため、産前の休暇が8週間に満たない場合は、産前産後を通じて16週間の範囲内と

なる。 

 

５．６．配偶者の出産に伴う休務（2020年4月1日改正） 

（１）取得要件 

  配偶者が出産予定である職員。 

 

（２）取得日数 

 出産に係る入院等の日から、出産以後２週間を経過する日までの間において休日を除き3日

間。 

取得単位：1日・半日・時間。 

 

５．７．育児参加休務（2006年4月1日改正） 

（１）取得要件 

配偶者が出産する場合において、出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子を

養育する職員。 

 

（２）取得日数 

出産予定日の8週間（多胎妊娠は14週間）前から、子が1歳に達する日までで5日間（妊娠・

出産証明書等が必要）。 

取得単位：1日・半日・時間。 
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５．８．育児時間休務（2008年1月1日改正） 

（１）取得要件 

 出産日（早産の場合にあたっては出産予定日）から1歳6ヶ月に達しない子どもを養育する

職員。 

 

（２）取得日数 

配偶者が育児時間を受けていない場合、1日2回各々90分以内（合計90分以内）。 

半日休務を取得するなど、半日勤務になる場合は1日1回45分以内となる。 

 

（３）備考 

ア．午前の取得時間が半日の上限（45分）を超えている日に、急用等でやむを得ず後半休を

取得し結果的に半日勤務となった場合は、上限の45分を超えた時間分が、次の出勤日（育

児時間取得日）から差し引かれる。 

イ．育児時間に係る対象が、「生児」から「子（養子縁組により血族間におけると同一の親族

関係が生じた者を含む。）」に拡大され、男性職員も取得できるようになった。（1999年1月1

日実施） 

ウ．夫婦双方が京都市職員で配偶者が育児時間休務を受けている場合は、取得の回数と時間

を１日１回、45分以内（半日勤務については1日1回30分以内）とする。ただし、休務の時

間帯は重複してもよい。（2012年4月1日改正） 

 

５．９．子の看護等休務（2025年4月1日改正） 

（１）取得要件 

ア．中学校就学前の子（養子、配偶者の子を含む）と同居し養育する職員が、その子の看護の

ため勤務しないことが相当であると認められた場合。 

また、感染症予防のための小学校等の臨時休業により、自宅待機する子の世話のために勤

務しないことが相当であると認められた場合。 

なお、他に看護可能な家族等がいる場合であっても、職員が子の看護を行う必要があり、

実際にその看護に従事する場合であれば取得できる。 

イ．入園・入学式、卒園・卒業式に参加する場合。 

 

※ 看護：負傷又は疾病にかかった子の世話をすること（予防接種又は健康診断を受けさせる

ことを含む）。後遺障害の機能回復訓練等は含まない。 

※ 中学校就学前の子：中学校に入学する前の年度の3月31日までの子どもを指す。 

 

（２）取得日数 

１年度につき5日以内。 

（ただし、子が2人の場合にあっては10日以内、3人以上の場合にあっては15日以内） 

取得単位：1日・半日・時間。 
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（３）備考 

ア．申請書に当該子のあることを証する書類（住民票の写し等、子の氏名、生年月日及び本

人との続柄を証する書類）を添付し（既に当該書類が提出されている場合は不要）、所属長

に申請する。 

イ．看護については、診断書又は予防接種若しくは健康診断を受けることを証する書類（医

師の診断書）等の提出を求められる場合がある。 

ウ．入学式等の参加については、案内文等の提出を必要により所属長から求められる場合が

ある。また、確認書類に時間等の記載がない場合は聞き取り等を求められる場合もある。 

 

５．１０．育児休業（無給の制度） 

（１）取得要件 

期間等を明記した書面での申請により、3歳に満たない子（職員と法律上の親子関係があ

る子（養子を含む）以下同じ）を養育するために育児休業をすることができる。職員は、原

則、1回に限り期間の延長を請求することができる。また、取得回数は2回まで可能（8週間

以内の育児休業(産後パパ育休)については、当該回数とは別に2回まで取得可能）。 

 

（２）職務・給与の取扱 

ア．育児休業をしている職員は、職を保有するが職務に従事しない。 

イ．育児休業をしている期間については、給与は支給されない。ただし、期末手当について

は基準日に職務復帰をしている場合及び基準日に休業中であっても判定期間内の勤務の実

績に応じ支給する。 

ウ．健康保険料及び共済掛金の本人負担分は、免除申出書の申請により掛金等が免除される

（取得日数等による。） 

 

（３）備考 

ア．復職時の昇給復元については、復帰時に育児休業の期間を100分の100以下の換算率によ

る換算した期間を引き続き勤務したものとみなす。ただし、2008年4月1日以前の育児期間

は従前とおり。 

イ．退職手当に係わる勤続期間の計算については、休業期間のうち子が1歳に達した月までは

3分の1を、それ以外の期間は2分の1に相当する期間を除算する。 

ウ．育児休業を取得した組合員に対して、当該子が1歳（1歳に達した日後の期間について、

育児休業が必要と認められるものとして総務省令に該当するときは最長2歳）に達するまで

の期間、育児休業手当金が共済組合から支給される。 

エ．職員厚生会から対象となる子が満3歳に達するまで、6月、12月のボ－ナス時に育児休業

見舞金が支給される（ただし、一時金が支給されない場合に限る）。 

 

５．１１．部分休業（2008年4月1日改正）（無給の制度） 

（１）取得要件 

期間等を明記した書面での申請により、小学校就学前の始期に達するまでの子を養育するた

めに部分休業をすることができる。 
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（２）取得日数 

部分休業は、正規の勤務時間の始め又は終りにおいて、1日を通じ2時間（育児時間としての

承認休務時間を認められている者については、その承認時間を2時間から差し引いた残りの時

間）を超えない範囲において、託児の態様等に関わらず、子を養育するためであれば必要と認

められる時間につき15分単位で承認する。 

 

（３）備考 

取得した部分休業の総時間数について、昇給抑制の対象としない。 

 

５．１２．育児部分休務（2019年1月1日改正）（無給の制度）※小学校入学以降 

（１）取得要件 

期間等を明記した書面での申請により、小学校第6学年までの子を養育するために育児部分

休務をすることができる。 

 

（２）取得日数 

育児部分休務は、正規の勤務時間の始め又は終りにおいて、1日を通じ2時間（育児時間とし

ての承認休務時間を認められている者については、その承認時間を2時間から差引いた残りの

時間）を超えない範囲において、託児の態様等に関わらず、子を養育するためであれば必要と

認められる時間につき15分単位で承認する。 

 

（３）備考 

取得した育児部分休務の総時間数について、昇給抑制の対象としない。 
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６．介護関係の休暇等 

 

６．１．短期介護休務（2021年2月1日改正） 

（１）取得要件 

職員が負傷・疾病又は身体上若しくは精神上の障害により2週間以上の期間にわたり日常生

活を営むのに支障がある親族（内縁の妻を含む配偶者、里子を含む1親等の親族、又は同居し

ている2親等の親族）の介護又はその世話(対象家族の通院等の付き添い、対象家族が介護サ

ービスの提供を受けるために必要な手続きの代行その他の対象家族の必要な世話をいう)をす

るため勤務しないことが相当であると認められるとき。 

 

（２）日数 

1年度につき5日以内。（ただし、対象親族が2人以上の場合にあっては10日以内） 

取得単位：1日・半日・時間。 

 

（３）備考 

ア．「短期介護休務承認申請書」に当該休務の対象となる親族について介護を必要とする事由

を証する書類（介護保険証書や医師の証明書等）を添付し、所属長に申請する。 

イ．申請に係る親族が里子である場合は、当該書類及び当該里子に関する措置決定通知書も

添付する。 

ウ．既に当該書類を提出し、当該書類により示された介護を必要とする期間内に同一の症状

について再度申請する場合は、添付を必要としない。ただし、年度替わり又は異動後につ

いては、再度申請が必要となる。 

エ．年度替わり1回目の申請又は異動後の1回目の申請の際には、「要介護者等の状態等申出

書」を提出する。 

 

６．２．介護休暇（無給の制度） 

（１）取得要件 

配偶者（事実婚を含む）、又は2親等内の親族について、 

① 負傷・疾病又は身体上若しくは精神上の障害により2週間以上の期間にわたり日常生活を

営むのに支障がある親族を介護する場合。 

② 負傷・疾病又は身体上若しくは精神上の障害により1週間以上の期間にわたり日常生活を

営むのに支障がある親族を介護する場合。 

 

（２）日数 

  取得単位：1日・半日・時間。 

  承認期間内において連続又は分割して取得することができる。 
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（３）備考 

ア．日数についての備考 

①に基づく介護休暇の場合 

 親族1人の一の症状につき、合算して93日を超えない範囲内で必要と認められる期間。 

②に基づく介護休暇の場合 

   親族1人の一の症状につき、3回を限度として、1回につき1週間以上2週間未満の範囲内に

おいて、必要と認められる期間。 

 

イ．一の症状 

介護を必要とする症状が生じてから消滅するまでの間を言う。 

なお、一の年次内に介護休暇を取得する要因となった一の症状は、当該年次の次の年次に

は、別の症状として取り扱うことができる。 

 

ウ．次の年次にわたる期間の承認 

①に基づく介護休暇の場合 

ａ．次の年次にわたる期間が2週間未満の場合は、承認を受けた年次の介護休暇とみな

す。 

ｂ．次の年次にわたる期間が2週間以上の場合は、次の年次の介護休暇とみなす。 

②に基づく介護休暇の場合 

ａ．次の年次にわたる期間が1週間未満の場合は、承認を受けた年次の介護休暇とみな

す。 

ｂ．次の年次にわたる期間が1週間以上の場合は、次の年次の介護休暇とみなす。 

 

エ．承認の申請 

介護を必要とする事由を証する書類は、医師の証明書。ただし、次に掲げる場合において

は、それぞれに掲げる書類を含む。なお、当該申請に係る親族について既に介護休暇を取得

したことがある職員が、同一年次内に再度介護休暇の申請をする場合には、介護休暇を取得

する要因となった一の症状が消滅していることを証する書類の提出を求めることがある。 

① 介護を必要とする事由が「身体上又は精神上の障害」の場合。 

→民生委員又は保健婦の証明その他客観的に介護が必要であることを証明する書類。 

② 介護を必要とする事由が「精神上の障害」の場合のうち、学齢児童又は学齢生徒が学

校への不適応により学校以外の公的な機関において相談を行い、カウンセリングを受け

ている場合。 

→当該機関が発行する通所又は相談の状況等を証する書類。 
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６．３．介護時間（2017年1月1日改正）（無給の制度） 

（１）取得要件 

配偶者又は2親等以内の親族で負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により2週間以上

の期間にわたり日常生活を営むのに支障がある親族（以下要介護者と言う。）を介護する場合。 

 

（２）日数 

要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する5年の期間内で、

正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日につき2時間を超えない範囲とする。 

取得単位：15分。 

 

（３）備考 

育児時間休務、部分休業、育児部分休務を承認されている職員にあっては、2時間から当該

承認された時間を差し引いた時間のみ取得できる。  
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７．その他休暇等 

 

７．１．職務に専念する義務の免除（職免。人間ドック等） 

（１）人間ドック等 

ア．取得要件 

共済組合が実施している「人間ドック」及び「総合がん検診」並びに厚生会が実施してい

る「総合がん検診」及び「厚生会ミニドック検診」、全国健康保険協会が実施している「生活

習慣病予防検診」を受診する場合。 

 

イ．日数 

受診日の半日以内の必要時間内。ただし、受診終了後は職場復帰を要する。 

 

ウ．備考 

当該受診を証明する書類を提出する。 

 

（２）裁判員制度 

ア．取得要件 

裁判員及び補充裁判員の選任のための手続を行う期間に裁判員保補者又は選任予定裁判員

として出頭する場合及び公判期日などに裁判員として出頭する場合。 

 

イ．日数 

必要と認められる時間。 

 

７．２．骨髄等提供者休務（2013年1月1日改正） 

（１）取得要件 

職員が骨髄移植のための骨髄又は末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者と

して、その登録を実施する者に対して登録の申出を行うことに伴う場合に、又は、配偶者、父

母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄移植のための骨髄又は末梢血幹細胞移植のための末梢血幹

細胞を提供に伴う場合に、必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認めら

れるとき。 

 

（２）日数 

検査、入院等のために必要と認められる期間。 

 

（３）備考 

・申請書により所属長に申請を行う。 

・検査、入院等を行ったことを証明する書類を、事後速やかに所属長に提出を行う。 
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７．３．女性健康支援休暇 

（１）取得要件 

女性職員における、生理日の就業が著しく困難な場合。 

 

（２）日数 

毎潮3日以内。 

 

７．４．組合休暇（無給の制度） 

（１）取得要件 

労働組合の業務に従事する場合。 

 

（２）日数 

1年度につき30日以内。 

取得単位：1日・半日・時間。 

 

７．５．職員の大学等修学に係る休職制度（無給の制度） 

（１）取得要件 

自らの職務に関連があると認められる国内又は外国の大学又は大学院に修学しようとする

職員で、大学等修学休職選考委員会が選定したもの。 

 

（２）日数 

3年以内。 

 

（３）備考 

大学等修学休職の期間中給与は支給されない。 

 

７．６．配偶者同行休業制度（無給の制度） 

（１）取得要件 

職員が、次のア～ウのいずれかに掲げる事由（6ヶ月以上の期間にわたり継続することが見

込まれるものに限る。以下「外国滞在事由」という。）により外国に住所又は居所を定めて滞

在する配偶者（事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。以下同じ。）と、生活を共に

する場合。 

ア．外国での勤務。 

イ．事業の経営その他の個人が業として行う活動であって外国において行うもの。 

ウ．学校教育法による大学に相当する外国の大学であって外国に所在するものにおける修

学。 

 

（２）日数 

3年以内。 
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７．７．傷病による休養（2013年11月15日改正） 

（１）取得要件（休職の発令） 

京都市上下水道局要休養職員審査委員会において、結核性呼吸器病にり患し休養を要する

と判定されたとき、又は結核性呼吸器病以外の傷病により休養を要すると判定されたとき。 

 

（２）日数 

1年間。 

 

（３）備考 

・復職の発令 

 審査委員会により、勤務に支障がないと決定されたとき。 

  

・休職給と関連給付 

休職期間

病別区分 
１年目 ２年目 ３年目 

結核性 

呼吸器病 

・休職給 

 100/100 

・休職給 

 100/100 

・休職給なし 

・傷病手当金（共） 

 １箇月あたり金額 

 ＝給料月額（手当含まず） 

 ÷22×2/3×1.25×支給日数

（土日含まず祝日を含む） 

・療養見舞金（厚） 

 一日につき 700円 

結核性 

呼吸器病 

以外の傷病 

・休職給 

（給料＋扶手＋地手＋住手） 

 ×100/100 

・休職給 

 

（給料＋扶手＋地手＋住手） 

 ×2/3 

（注意） 

１．休職給＝給料、扶養手当、地域手当、住居手当。 

２．（共）は共済組合から、（厚）は厚生会からそれぞれ支給される。 

３．傷病手当金の支給期間は1年6月以内。（結核性の病気については3年間） 

４．昇給の調整は給料表の運用の項を参照。 
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７．８．承認休務（2013年11月15日改正） 

 (1)、(2)を除き、管理者が承認する休務で、その都度必要と認める時間又は期間。 

理 由 承認を与える期間 

(1) 感染症予防法による交通の制限又は遮断 その都度必要と認める時間又は期間 

(2) 風水震火災その他非常災害による交通遮断 その都度必要と認める時間又は期間 

(3) 風水震火災その他天災地変による職員の現

住する住居の滅失又は破壊 

1週間を超えない範囲でその都度必要と認める

期間 

(4) 前各号による場合の外、交通機関の事故等

の不可抗力による原因 

その都度必要と認める時間 

 

(5) 運営上の必要に基づく事業の全部若しくは

一部の停止 

その停止の期間 

 

(6) 負傷又は疾病（公務又は地方公務員災害補

償法第28条又は28条の2の規定により、補

償を受けるものを除く） 

次のいずれか長い方の期間及び当該期間を超え

る期間で京都市職員の分限に関する条例第2条

第2号に掲げる事由に該当して休職された日前1

月の期間の範囲内において医師の証明等（通常

は医師診断書、場合により局指定の診断書）に

基づき必要と認める期間 

＜病気休務＞ 

 ① 勤務日の75日 

 ② 休務期間の初日から4ヶ月 

 

※1時間を単位とする病気休務 

「抗がん剤治療」「がんに係る放射線治療」「腹

水症に係る腹水穿刺又は腹水濾過濃縮再静注法

（CART）に伴う治療」受ける場合に限り、1時

間を単位とする病気休務を取得可能 

(7) その他、管理者が特に認める事由 その都度必要と認める時間又は期間 
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第４章 再任用職員及び会計年度任用職員  

に関する制度 
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１．再任用制度及び会計年度任用職員制度 

 

（１）制度構築の経緯 

2013年4月から公的年金の支給開始年齢が段階的に引き上げられることとなり、無年金期間

が生じることとなった。そのため、雇用と年金の接続を踏まえた新しい制度の構築が必要とな

り、京水労と当局の交渉において賃金・労働条件等を交渉・決定し、京都市上下水道局独自の

再任用制度・再雇用嘱託（現：会計年度任用）制度を作った。 

【基本的な考え方】 

   ① 無年金期間は、原則、フルタイム再任用職員とする。 

   ② 無年金期間の終了後は、再雇用嘱託員（現：会計年度任用職員）として位置付け直す。 

   ③ 従来の再任用職員及び再雇用嘱託員は、新制度の再雇用嘱託員（現：会計年度任用職

員）に位置付け直す。 

細部運用面等については、この基本的な考え方に基づき、継続的に再任用・再雇用検討委員

会を開催し、検討を進めている。 

2023年4月1日からの定年引上げに伴い、2024年度から定年前再任用短時間勤務職員と2025年

度から定年退職後の暫定再任用職員の制度運用が始まる。 

※2023年4月1日時点で再任用職員である者は、同日から暫定再任用職員に位置付けられる。 

 

（２）再任用の任用条件 

次の①～⑥のいずれかに該当する者は、再任用（定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任

用職員をいう。以下同じ。）の選考対象としないこととする。 

① 選考基準日（10 月 1 日とする。以下同じ。）前 5年間に事故欠勤のある者。 

② 選考基準日前 5 年間に懲戒処分（管理監督責任による処分を除く。以下同じ。）を受けた

者。 

③ 選考基準日現在において、指導対象職員である者。 

④ 再任用予定日の属する年の 3 月 1 日現在病気休職中又は疾病等により、再任用予定日か

ら相当の期間勤務することができない見込みである者。 

⑤ 人事評価における行動・業績評価の行動評価に係る個別評語の合計点が 27 点以下又は業

績評価がⅮ評価である主事級以下の職員。（係長級職員については、行動評価又は業績評価

の総合評語がⅮ評価である者。） 

⑥ 選考基準日以降再任用されるまでの間に事故欠勤した者、懲戒処分を受けた者及び指導対

象職員となった者。 

 

 

（３）会計年度任用職員の委嘱条件 

再任用の任用条件に準ずる。 
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（４）任期 

 

 

（５）定年延長時早見表  

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

(H26) (H27) (H28) (H29) (H30) (H31/R1) (H32) (H33) (H34) (H35) (H36) (H37) (H38)

2013 任 嘱 嘱 嘱 嘱
2014 任 嘱 嘱 嘱 嘱
2015 任 任 嘱 嘱 会
2016 任 任 嘱 会 会
2017 任 任 任 会 会
2018 任 任 任 会 会
2019 任 任 任 任 会
2020 任 任 任 任 会
2021 任 任 任 任 任

任＝(暫定)再任用職員
嘱＝旧再雇用嘱託職員(年金受給者)
会＝会計年度任用職員C(旧嘱託職員が2020年から名称変更した職員で、65才までの職員)

退
職
年
度
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２．１．給与等 

 

 再任用職員 会計年度任用職員（Ｃ） 

給料 職務の級に準ずる 

（給料表は 7ページ参照） 

採用年度によっては現給補償があり、

かつ、勤務時間や職種によって異なる 

＜例＞ 

・週 35 時間勤務：215,919 円～ 

・週 31 時間勤務：191,928 円～ 

※地域手当を含む 

地域手当 定年前の職員と同様の取扱い 定年前の職員と同様の取扱い 

扶養手当 支給しない 支給しない 

住居手当 定年前の職員と同様の取扱い 支給しない 

通勤手当 定年前の職員と同様の取扱い 定年前の職員と同様の取扱い 

単身赴任手当 定年前の職員と同様の取扱い 支給しない 

超過勤務手当 定年前の職員と同様の取扱い 定年前の職員と同様の取扱い 

期末手当 2024 年度（2024 年 11 月交渉結果） 

 6 月期 1.175 月以内 

12 月期 1.225 月以内 

2024 年度（2024 年 11 月交渉結果） 

 6 月期 1.175 月以内 

12 月期 1.225 月以内 

特殊勤務手当 定年前の職員と同様の取扱い 定年前の職員と同様の取扱い 

休日勤務手当 定年前の職員と同様の取扱い 定年前の職員と同様の取扱い 

夜間勤務手当 定年前の職員と同様の取扱い 定年前の職員と同様の取扱い 

上記以外 支給しない 支給しない 

 

  

２．賃金及び労働条件 
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２．２．勤務時間 

 

 再任用職員 会計年度任用職員（Ｃ） 

勤務時間 ・週 38 時間 45 分勤務 

・週 31 時間勤務 

・週 35 時間勤務 

（短時間 5 日又は 4日＋半日） 

・週 31 時間勤務 

※ 各所属の実態に合わせて任用 

休日等 定年前の職員と同様の取扱い 定年前の職員と同様の取扱い 

 

２．３．休暇制度 

 

（１）年次休暇 

 再任用職員 会計年度任用職員（Ｃ） 

年次休暇 1 年度につき 20 日 任用された年次は、別表 1参照 

任用された翌年次以降は、別表 2 参照 

繰り越し 定年前の職員と同様の取扱い 

※退職後引き続いて再任用となった場

合、20 日を超えない範囲で繰り越すこ

とができる 

定年前の職員と同様の取扱い 

※再任用後引き続いて会計年度任用職

員となった場合、20 日を超えない範囲

で繰り越すことができる 

取得単位 ・週 38 時間 45 分勤務 

 →15 日分（120 時間） 

・週 31 時間勤務 

→12 日分（96 時間） 

・週 38 時間 45 分勤務 

 →15 日分（120 時間）・週 35 時間勤

務（短時間 5 日） 

 →15 日分（105 時間） 

・週 35 時間勤務（4日＋半日） 

 →13 日分（104 時間） 

・週 31 時間勤務 

→12 日分（96 時間） 
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（２）休暇・休職・休業 

① 特別休暇等 

 再任用職員（フルタイム、週 4日） 会計年度任用職員（Ｃ） 

夏期休暇 別表 3参照 別表 3参照 

結婚休暇 別表 4参照 別表 4参照 

服喪休暇 定年前の職員に準じた取扱い 定年前の職員に準じた取扱い 

ボランティア 

活動休暇 

別表 4参照 別表 4参照 

代日休暇 定年前の職員と同様の取扱い 定年前の職員と同様の取扱い 

長期勤続者休務 一般職員の期間を通算して10周年、20

周年、30周年、40周年となる職員は、

当該年度の7月1日から翌年度の3月31日

までに、引き続く3日（週4日勤務につ

いては、2日）の範囲内。 

一般職員の期間を通算して 10 周年、20

周年、30 周年、40 周年となる会計年度

任用職員（Ｃ）職員は、当該年度の 7

月 1日から翌年度の 3 月 31 日までに、

引き続く 2日の範囲内。 

 

② 出産・育児関係 

 再任用職員（フルタイム、週 4日） 会計年度任用職員（Ｃ） 

不妊治療休務 定年前の職員に準じた取扱い 定年前の職員に準じた取扱い 

妊娠障害休務 別表 4参照 別表 4参照 

妊産婦通院休務 定年前の職員と同様の取扱い 定年前の職員と同様の取扱い 

妊娠通勤 

緩和休務 

定年前の職員と同様の取扱い 

 

定年前の職員と同様の取扱い 

ただし、1 日の実勤務時間が 6時間 45

分になるまでに限る。 

出産休暇 

 

定年前の職員と同様の取扱い 定年前の職員と同様の取扱い 

配偶者の 

出産に伴う休務 

別表 4参照 別表 4参照 

育児参加休務 別表 4参照 別表 4参照 

育児時間休務 定年前の職員と同様の取扱い 定年前の職員と同様の取扱い 

子の看護の 

ための休務 

別表 5参照 別表 5参照 

育児休業 定年前の職員と同様の取扱い 定年前の職員と同様の取扱い 

部分休業 

（無休 2h） 

定年前の職員と同様の取扱い 

 

定年前の職員と同様の取扱い 

ただし、正規の勤務時間から 5時間 45

分を差し引いた時間 

育児部分休務 

（無給 2h） 

定年前の職員と同様の取扱い 定年前の職員と同様の取扱い 

ただし書きは同上 
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③ 介護関係 

 再任用職員（フルタイム、週 4日） 会計年度任用職員（Ｃ） 

短期介護休務 別表 5参照 別表 5参照 

介護休暇 定年前の職員と同様の取扱い 定年前の職員と同様の取扱い 

介護時間 

（無給） 

定年前の職員と同様の取扱い 定年前の職員と同様の取扱い 

ただし、正規の勤務時間から 5時間 45

分を差し引いた時間 

 

④ その他 

 再任用職員（フルタイム、週 4日） 会計年度任用職員（Ｃ） 

職免（人間ドッ

ク、裁判員） 

定年前の職員と同様の取扱い 定年前の職員と同様の取扱い 

骨髄等 

提供者休務 

付与しない 定年前の職員と同様の取扱い 

女性健康 

支援休暇 

別表 4参照 別表 4参照 

組合休暇 別表 6参照 別表 6参照 

病気休務 取得要件は定年前の職員と同様 

取得日数は別表 7参照 

取得要件は定年前の職員と同様 

取得日数は別表 8参照 

その他の 

承認休務 

定年前の職員と同様の取扱い 定年前の職員と同様の取扱い 
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別表 1（年次休暇：任用された年次） 

週の所定 

勤務日数 

採 用 月 

4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

5 日 20日 18 日 16 日 15 日 13 日 11 日 10 日 8 日 6 日 5 日 3 日 1 日 

4 日 16日 14 日 13 日 12 日 10 日 9 日 8 日 6 日 5 日 4 日 2 日 1 日 

3 日 12日 11 日 10 日 9 日 8 日 7 日 6 日 5 日 4 日 3 日 2 日 1 日 

2 日 8 日 7 日 6 日 6 日 5 日 4 日 4 日 3 日 2 日 2 日 1 日  

1 日 4 日 3 日 3 日 3 日 3 日 3 日 2 日 2 日 1 日 1 日   

※週 4 日＋半日勤務に従事する職員の週の所定勤務日数については、5 日とみなす。 

 

別表 2（年次休暇：任用された翌年次以降） 

週の所定 

勤務日数 

継続勤務年数 

2 年目 3 年目 4 年目 5 年目以上 

5 日 20 日 20 日 20 日 20 日 

4 日 17 日 18 日 19 日 20 日 

3 日 12 日 12 日 12 日 12 日 

2 日 8 日 8 日 8 日 8 日 

1 日 4 日 4 日 4 日 4 日 

 

別表 3（夏期休暇） 

①夏休期間中を通して継続した任用期間がある者 

週の所定勤務日数 付与日数    

5 日 5 日    

4 日 4 日    

3 日 3 日   

※この範囲内において、別途交渉で定める  

    

②夏休期間中を通して継続した任用期間がない者 

要勤務日数 61 日以上 
40 日～61 日

未満 

20 日以上～40 日

未満 

付与日数 5 日 4 日 3 日 
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別表 4（結婚休暇、ボランティア休暇、女性健康支援休暇、妊娠障害休暇、出産補助休暇、育

児参加休暇） 

 結婚 

休暇 

ボランティア 

休暇 

女性健康支援 

休暇 

妊娠障害 

休暇 

出産補助 

休暇 

育児参加 

休暇 

週の所定 

勤務日数 
日 数 日数 日 数 日 数 日 数 日数 

5 日 7 日 5 日 3 日 7 日 3 日 5 日 

4 日 5 日 4 日 2 日 5 日 2 日 4 日 

3 日 4 日 3 日 1 日 4 日 1 日 3 日 

 

別表 5（子の看護等休務、短期介護休務） 

  子の看護等休務 短期介護休務 

週の所定 

勤務日数 
日数 

日数 

（2 人） 

日数 

（3 人以上） 
日数 

日数 

（2 人以上） 

5 日 5 日 10 日 15 日 5 日 10 日 

4 日 4 日 8 日 12 日 4 日 8 日 

3 日 3 日 6 日 9 日 3 日 6 日 

 

別表 6（組合休暇）   

週の所定勤務日数 日  数 

5 日 30 日 

4 日 24 日 

3 日 18 日 

2 日 12 日 

 

別表 7（病気休務・再任用職員） 

週の所定勤務日数 日  数 

5 日 
75 日(正規の勤務日)又は 

4 箇月(暦月)の長い方の期間 

4 日 
60 日(正規の勤務日)又は 

4 箇月(暦月)の長い方の期間 

 

別表 8（病気休務・会計年度任用職員） 

週の所定 

勤務日数 
日  数 

5 日 40 日 

4 日 32 日 

3 日 24 日 

2 日 16 日 



 

 

 



 

 

 

  



 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

  


